
※ 感染症法第 16条第 1項の規定に基づき、感染症の予防のために情報を公表しますが、同条第

2項により個人情報に留意する必要があります。つきましては、報道機関各位におかれては、ご

留意いただきますようお願いします。 
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「新型コロナウイルス感染症発生届」の取り下げについて 

 

１月７日に医療機関から届け出があった「新型コロナウイルス感染症発生届」について、１

月１１日に取り下げがありましたのでお知らせします。 

 

１ 患者概要 

  第６５５７例目 

（１）公表日 令和４年１月８日 

（２）年 代 ６０歳代 

（３）性 別 女性 

（４）居住地 岩国市 

 

２ 経緯 

  １月７日に医療機関で実施した抗原定性検査で陽性となり、医師が新型コロナウイルス感 

染症と診断し、保健所に発生届の提出がありました。 

  その後、ＰＣＲ検査を実施したところ、陰性の結果となりました。 

  この検査結果に加え、臨床経過や疫学調査・濃厚接触者の検査結果を踏まえ、医師の総合 

的判断により発生届の取り下げがあったものです。 

 

３ その他 

  第６５５７例目は欠番とします。 

 

 

 


